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Ⅱ－１－（１）大学関係者及び有識者等の参画を得た業務運営等

③ 運営委員会

機構の教授並びに大学の学長及び教員その他学識経験のある者から構成する運営委

員会を組織し，機構の事業の運営実施に関し審議を行う。

１ 実施状況

機構長の諮問に応じ，機構の事業の運営実施に関する事項を審議するため，独立行政法人大

学評価・学位授与機構組織運営規則第10条により運営委員会を置いている。

平成20年度は，中期目標・計画等に関する審議事項に加え，教員人事，各種委員会専門委員

の選考等，役職員の給与等，機構の事業の運営実施に関し審議するため，４回開催した。

（１）委員の構成，審議事項等

① 委員の構成（機構教授４人，機構外学識経験者17人）

運営委員は，機構の事業の運営実施に関し審議を行うため，機構の教授並びに大学の教

員その他の学識経験のある者により構成されている。

○ 運営委員名簿（平成20年６月現在）

阿知波 洋 次 首都大学東京教授

猪 木 武 徳 人間文化研究機構国際日本文化研究センター教授

岡 澤 憲 芙 早稲田大学教授

荻 上 紘 一 大学評価・学位授与機構教授

上 條 宏 之 長野県短期大学長

川 村 正 幸 一橋大学教授

北 原 和 夫 国際基督教大学教授

髙 坂 節 三 ｺﾝﾊﾟｽﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰｽﾞ ｾﾞﾈﾗﾙﾊﾟｰﾄﾅｰ日本代表L.L.C.
◎ 河 野 通 方 大学評価・学位授与機構評価研究部長

古 城 佳 子 東京大学教授

島 田 京 子 日本女子大学事務局長

城 山 昌 樹 日興ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽ投資工学研究所長

瀧 田 佳 子 大学評価・学位授与機構学位審査研究部長

○ 中 島 尚 正 産業技術総合研究所理事

西 村 清 和 東京大学教授

二 宮 皓 広島大学理事・副学長

濵 田 道 代 名古屋大学法科大学院長

丸 山 伸 一 読売新聞東京本社編集委員

六 車 正 章 大学評価・学位授与機構教授

安 原 義 仁 広島大学教授

米 山 宏 前 阿南工業高等専門学校長

（◎＝会長，○＝副会長）

② 主な審議事項

（第16回 平成20年６月23日）

・平成20年度年度計画について

・国立大学教育研究評価委員会専門委員の選考について

・会長一任による各種委員会委員等の追加発令について

・平成19事業年度業務実績報告書等について
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・平成19事業年度財務諸表等について

・評価事業及び学位授与事業の状況について

（第17回 平成20年10月６日）

・教員の選考について

・会長一任による各種委員会委員等の追加発令について

・平成19年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

・評価事業及び学位授与事業の状況について

（第18回 平成21年２月２日）

・国立大学教育研究評価委員会専門委員の選考について

・会長一任による各種委員会委員等の追加発令について

・統合法案について

・平成19年度における文部科学省所管独立行政法人の業務の実績に関する評価の結果等についての意見

について

・次期中期目標・中期計画について

・平成21年度予算について

・評価事業及び学位授与事業の状況について

（第19回 平成21年３月16日）

・教員等の選考について

・各種委員会委員等の選考について

・次期中期目標・中期計画及び平成21年度年度計画について

・規則等の一部改正について

・評価事業及び学位授与事業の状況について

２ 評価と課題

運営委員会は，大学関係者及び学識経験者の参画を得て，中期目標・計画等に関する審議事

項を含め機構の事業の運営実施に関して適切に審議を行った。その審議において，機構が授与

する学位の国際通用性や将来における通用性について研究を行うこと，認証評価について今後

機構が担っていくべき分野を明確にすることなどの意見をいただくことができた。これらの意

見は，業務運営及び評価事業，学位授与事業の運営に適切に反映されており，運営委員会の機

能が十分に発揮されている。
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Ⅱ－１ 業務運営

（２） 自己点検・評価の実施

平成１９年度の各事業の業務の実績に係る自己点検・評価を実施する。その際，

業務の成果等に係る各種調査を実施するとともに，その結果を整理・分析して，自

己点検・評価に反映させる。

さらに，次期中期目標期間における業務の改善等に資する観点から，外部の有識

者で構成される組織において平成１９年度に実施した検証の結果等に基づき，業務

の見直しを図る。なお，その際には，大学等の評価，学位授与，調査及び研究並び

に情報の収集，整理，提供の各業務の連携を図り，効果的，効率的な業務運営を視

野に入れることとする。

１ 実施状況

（１）自己点検・評価の実施

「独立行政法人大学評価・学位授与機構における業務実績の自己点検・評価に係る実施要

項」に基づき，平成19年度の各事業の業務の実績に係る自己点検・評価を実施した。

具体的には，年度計画の項目ごとに業務の実績をとりまとめ，業務の実施状況について自

， ，己評価した上で 業務実績報告書案として機構内に設置した自己点検・評価委員会に提出し

同委員会において審議した。

この業務実績報告書案については，企画調整会議，運営委員会及び評議員会においてそれ

ぞれ審議を重ねた上で 「平成19事業年度業務実績報告書」としてとりまとめ，機構ウェブ，

サイトに掲載し，広く国民に公表した。

○ 業務実績の自己点検・評価の審議に係る主な会議等の開催状況

自己点検・評価委員会 平成20年５月27日

企画調整会議 平成20年６月9日

運営委員会 平成20年６月23日

評議員会 平成20年６月25日

このほか，平成20年度年度計画の進捗状況を確認するため，平成19年度に引き続き，９月

末，１月末現在で調査を実施し，自己点検を行った。これらの自己点検は，業務の適時適切

な実施と，職員の業務の進行管理に対する意識を高める上で有益であるとともに，平成20年

度の業務実績報告書を作成するにあたって有効な資料となった。

（２）外部の意見を取り入れる体制の整備

① 評議員会，運営委員会における意見の反映

各界，各層の学識経験者20人で構成する評議員会並びに大学関係者及び外部の有識者等

21人で構成する運営委員会において，高い識見から機構の業務等に対して意見を受ける体

， ， ， ， ， ， ，制を整えており 平成19年度は 評議員会を６月 10月 ３月 運営委員会を６月 ９月
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３月に開催した。

また，機構の業務の特性にかんがみ，評価事業及び学位授与事業のいずれにおいても，

外部の意見を取り入れつつ業務を行っている。

② 文部科学省独立行政法人評価委員会による機構の業務の実績に関する評価への対応

平成20年８月28日付けで文部科学省独立行政法人評価委員会から「平成19年度に係る業

務の実績に関する評価の結果について」の通知があった。この評価結果における指摘事項

については，11月及び２月に開催した自己点検・評価委員会において対応方針を審議する

とともに，平成20年度以降の業務にどのように反映させるかについて整理・分析し，その

後の取組状況のフォローアップにも努めた。

③ 外部有識者による検証結果の業務の見直しへの反映

次期中期計画の策定にあたり，原案作成時に外部検証の指摘を再確認するためのフォー

マットを作成するとともに，自己点検・評価委員会の開催数を増やす（19年度：３回，20

年度：４回）ことにより，平成19年度に実施した外部検証結果を次期中期計画案へ反映さ

せた。また，文部科学省と随時調整を行うことにより，独立行政法人整理合理化計画（平

成19年12月24日閣議決定）で指摘を受けた事項にも対応した。

２ 評価と課題

平成19年度の各事業の業務の実績に係る自己点検・評価においては，監事２人を含む自己点

検・評価委員会等で十分な審議を重ね，年度計画を十分に履行し中期計画の達成に向かって着

実に成果をあげているとの結果を得た。平成20年度の各事業の業務の実施についても，同じく

自己点検・評価委員会において業務の進捗状況を点検するなど，機構全体で進行管理に努めた

ほか，文部科学省独立行政法人評価委員会からの評価結果等に関しても，指摘事項への対応方

針について検討した上，着実に取組を行うなど，自己点検・評価に基づき，業務の適正な実施

に努めた。

このほか，外部有識者等からの高い識見に基づく意見を取り入れる体制を整えており，国立

大学教育研究評価委員会の専門委員の選考について，経済団体からの推薦者や高等学校関係者

の参画を増やすべきという意見を取り入れるなど，大学等を取り巻く環境に十分配慮しつつ業

務運営の透明性を確保するとともに，効率的・効果的な業務の実施に向けた改善を図ることが

できた。

また，次期中期計画の策定にあたっては，平成19年度に実施した外部検証の結果を適切に反

映し，独立行政法人整理合理化計画（平成19年12月24日閣議決定）で指摘を受けた事項にも対

応した。



- 224 -

Ⅱ－１ 業務運営

（３）業務運営の効率化

業務については 既存経費の見直しを行い 業務の効率化を図る また 一般管理費 退， ， 。 ， （

職手当を除く ）については，計画的削減に努め，平成１９年度実績に比較して３％以上。

の削減を図るほか，その他の事業費（退職手当を除く ）について，平成19年度実績に比。

較して１％以上の削減を図る。

１ 実施状況

平成20年度については 主に次の見直し等を行い 平成19年度実績に比較し 一般管理費 退， ， ， （

職手当を除く ）については4.17％，その他の事業費（退職手当を除く ）については1.51％。 。

を削減した。

① ルーチン業務のアウトソーシング化及び省エネルギー化の推進

恒常的なルーチン業務等のアウトソーシングを検討し，人件費を削減するとともに，省エ

ネルギー化に対応するため，省エネルギー化のための設備運用改善を行った。

② の積極的な活用IT
グループウェアをはじめとするITの積極的な活用を進め，情報伝達の迅速化，情報の共有

化，ペーパーレス化を進め消耗品費等を削減した。

③ 競争性を確保した効率的な調達

平成19年度から引き続き，随意契約によることが真にやむを得ないもの以外，原則，一般

競争入札に移行し，競争性を確保した契約等をさらに進め，業務経費の削減を図った。

なお，経費削減率については，次の算式により算出した。

平成20年度経費効率化実績額 ÷ 平成19年度決算額（退職手当等を除く ）。

＝ 37,942,569円 ÷ 1,820,389,104円 ＝2.08 ％

うち，一般管理費における削減率 4.17 ％

その他の事業費における削減率 1.51 ％

２ 評価と課題

平成20年度は機構全体の業務内容について，既存経費の見直しと業務の効率化により，初期

の目標率を達成した。今後とも業務内容を見直すとともに，全役職員にコスト意識の徹底を図

り，効率的な業務の運営に努める。
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Ⅱ－１－（３）業務運営の効率化

① ルーチン業務のアウトソーシング化及び省エネルギー化の推進

恒常的なルーチン業務等のアウトソーシングを検討するとともに，省エネルギー化に対応

するため，光熱水量の節約及び省エネルギー化のための環境整備に努める。

１ 実施状況

恒常的なルーチン業務等のアウトソーシングを検討し，以下の取組を行った。

① 会計業務の効率化を図るため，引き続き給与計算業務のアウトソーシングを行った。

② 派遣職員（秘書・庶務業務，受付業務，監査業務，経理，学位審査業務，大学評価業務，

パソコンヘルプデスク業務）の受入れにより職員の業務の軽減を図った。

③ 情報システム管理運用業務のアウトソーシングを行っている。

④ 学位審査業務について，学士の学位授与申請に係る刊行物の資料請求の対応業務にテレ

メールシステムを導入し外部委託したことにより，資料発送対応業務の削減等を図った。

また，引き続き光熱水量の節約及び省エネルギー化のための環境整備として，以下の取組を

行った。

① 執務室及び会議室等の温度設定（夏季：28℃，冬季：20℃）を徹底した。

② 夏期に扇風機を併用することにより，冷房の効率化を図った。

③ 空調運転スケジュールの改善により，安価な夜間電力の活用を促進した。

④ 空調自動制御の改善により，空調の不要な部屋について送風を停止するよう設定変更し

た。

２ 評価と課題

恒常的なルーチン業務等のアウトソーシングを行ったことにより，職員の業務の軽減が図ら

れ，また，省エネルギーに対応するため，職員が省エネルギー化及びコストに対する意識を持

ち，積極的に推進した。今後とも職員の業務の軽減と光熱水量の節約を図るため，職員の意識

醸成に努めるとともに，各種料金について効率的な契約内容となるような契約の見直しや省エ

ネルギー化のための環境整備を進める。
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Ⅱ－１－（３）業務運営の効率化

② ＩＴの積極的な活用

グループウェアをはじめとするＩＴの積極的な活用を進め，情報伝達の迅速化，情報の共

有化，ペーパーレス化等の対策に取り組む。

１ 実施状況

社会の様々な要請に応える情報サービスの向上を図りつつ，情報伝達の迅速化，情報の共有

化，ペーパーレス化を進め，消耗品を削減するとともに，ウェブサイトによる積極的な情報提

供を行うため，以下の取組を行った。その結果，消耗品費，印刷製本費及び通信運搬費の削減

が図られ，平成19年度と比較して18,603千円を削減した。

① 業務システムサーバーの仮想化を積極的に行い，業務システム最適化の実現とシステム運

用経費の削減を行った。

② サーバー内の共有フォルダ活用による情報の共有化及び，通知・文書等のグループウェア

や電子メールによるペーパーレス化を徹底した。

③ 委員等への連絡，資料の事前送付等にあたり，電子メールやオンラインストレージを活用

することにより，ペーパーレス化をさらに推進した。

④ ペーパーレス化が困難な会議資料等の文書について，原則として両面印刷を用いるととも

に，縮小印刷及び用紙裏面の再利用等，省紙化を徹底した。

⑤ 報告書の作成部数を見直し，印刷製本費の削減を図った。

⑥ 平成19年度に引き続き，学位授与事業における「科目等履修生制度の開設大学一覧」の作

成について，対象機関との連絡に電子メールを活用することにより，郵送料の削減を図るこ

とができた。

， ， ， ，⑦ 大学評価事業においては 機関別認証評価に係る実施大綱 評価基準 自己評価実施要項

評価実施手引書，評価報告書等について，平成19年度に引き続き，ウェブサイトへの情報掲

載を行うことにより，印刷製本，発送に係る費用を節減した。

２ 評価と課題

， ，ウェブサイトによる情報提供 電子メール及びグループウェアの活用を推進することにより

情報伝達の迅速化，情報の共有化，ペーパーレス化を進めた結果，消耗品費，印刷製本費及び

通信運搬費を削減することができた。今後も業務の効率化を図るため，さらなるグループウェ

アをはじめとする の積極的活用とともに，ペーパーレス化の推進による消耗品費，印刷製IT
本費及び通信運搬費の削減を徹底する。また，情報伝達の迅速性及び利用者の利便性の面から

利用者の意見等に配慮しつつ, さらなる外部への情報提供手段の見直しを行い, 経費の削減を

図る。
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Ⅱ－１－（３）業務運営の効率化

③ 競争性を確保した効率的な調達

調達については，一般競争入札による競争性を確保した契約をさらに推進する。

１ 実施状況

予算の適切かつ効率的な執行に際し，競争性を確保した契約等の取組を行った結果，151千

円を削減した。なお，契約規則等をさらに整備するとともに，平成19年度から，随意契約によ

ることが真にやむを得ないもの以外，原則，一般競争入札に移行している。

① 一橋大学との警備契約の一括契約を平成19年度に引き続き実施した。

② コピー用紙の単価契約を行った。

③ 小平地区の電話回線移行業務に係る一般競争入札を行った。

２ 評価と課題

一般競争入札の推進により，経費を削減した。今後も一般競争入札等の競争性を確保した契

約をさらに推進する。
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Ⅱ－２ 財務内容

（１）財務内容の改善に関する事項

１ 適正な事業別予算管理

（１）セグメント区分の設定

業務の説明責任の観点から，業務別に適正な予算管理を行うため，業務ごとのセグメント

情報を開示した。セグメント区分及びセグメント情報は次のとおりである。

【セグメント区分】 【セグメント情報】

・大学評価事業 ・事業費用

国立大学法人評価事業等 事務費

機関別認証評価事業 一般管理費

分野別認証評価事業 ・事業収益

・学位授与事業 運営費交付金収益

・その他の事業 手数料収入

・法人共通 その他収入

・事業損益

・総資産額

（２）予算の執行管理

予算が業務別に計画どおり適正に執行されているかを四半期毎にモニタリングを行い，随

時，執行状況に応じてヒアリングを実施し，効率的な執行に努めた。

また，平成19年度に引き続き，財務会計システムにより，各事業を担当する部門において

も評価手数料収入及び学位審査手数料収入に係る経費の執行状況を確認するなど，財源別財

務情報の把握及びコスト管理の徹底に努めた。

２ 適正な資金計画

現金の手許有高に不足が生じないように，収入予定時期及び支出予定時期を把握し適正な資

金計画を策定するとともに，日々，現金の手許有高と現金出納帳の照合を行った。

３ 監査の実施

， ，内部会計監査については 独立行政法人大学評価・学位授与機構内部会計監査規則に基づき

機構における予算執行及び会計処理の適正を期すことを目的として，10月14日から16日の３日

間にわたり実施した。科学研究費補助金の内部会計監査についても，10月17日に実施し，適正

な使用確保に努めた。

監事監査については，独立行政法人監事監査規則及び監事監査計画に基づき，機構業務の総

合的な運営の改善に資することを目的として，平成19年度財務諸表及び業務実績報告書に対す
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る意見聴取を６月に行い，監査機能の充実を図った。

また，平成19年度に引き続き，監査法人と監査契約を締結し，内部統制の強化を図ることに

より，財務の状況に関する監査を充実させ，厳格な会計処理を行った。

４ 固定的経費の削減状況

効率的な業務運営を行うことにより，印刷製本及び配付に要する経費，消耗品費等の固定的

経費 27,754千円の削減を行った。
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Ⅱ－２ 財務内容

（２） 予算（人件費の見積りを含む ，収支計画及び資金計画。）

１ 予算 別紙１のとおり

２ 収支計画 別紙２のとおり

３ 資金計画 別紙３のとおり

４ 人件費の削減

国家公務員の給与構造改革を踏まえた役職員給与の必要な見直しを行う。また，

その影響額等も見通した上で，平成２０年度の常勤役職員に係る人件費を平成１７

年度に比べて概ね３％以上削減する。

１ 予算 別紙１のとおり

収入については，学位授与事業における申請者数が見込数に比べ多かったことによるもの，

寄付金の受入れにより差違が生じた。

支出については，恒常的なルーチン業務のアウトソーシングを行ったこと等により，人件費

に差違が生じた。なお，中期計画で予定した本事業年度に実施すべき業務については計画どお

りに実施済であり,業務の未達成による運営費交付金債務の翌事業年度への繰越額はない。

２ 収支計画 別紙２のとおり

印刷製本費や通信運搬費，消耗品費の経費の削減により効率化が図ることができ，その分を

緊急性のある宿舎の整備等に充てたため，差違が生じた。

３ 資金計画 別紙３のとおり

， ，業務活動の資金支出については 業務の効率化及び人件費削減の取組など経費の削減により

差違が生じた。

４ 人件費の削減

平成20年度の常勤役職員に係る人件費を平成17年度に比べて３％削減する計画を立案した。

平成20年度において業務量が増大する部署については，配置換えによる増員並びに派遣職員を

配置することにより常勤職員の負担を軽減させ，超過勤務時間等を抑制することができた。な

お，この配置により業務の質の低下を招かないよう，担当業務に関係する打ち合せ等を頻繁に

行うことや，関連する出張に同行するなど，業務が適切に遂行できるよう配慮した。

総人件費改革の取組状況

年 度 基準年度 平成18 平成19 平成20

(平成17年度) 年度 年度 年度

給与，報酬等支給総 1,017,337 1,010,727 927,788 935,765

額（千円）

人件費削減率 △0.6 △8.8 △8.0

（％）
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Ⅱ－２ 財務内容

（３） 短期借入金の限度額

１ 短期借入金の限度額 ６億円

２ 短期借入金を必要とする事態としては，運営費交付金の受入れに遅延が生じた場

合，予定していない退職手当の支出などにより緊急に資金が必要となる場合等が想

定される。

平成20年度は該当なし
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Ⅱ－２ 財務内容

（４） 重要な財産の処分等に関する計画

平成20年度は該当なし
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Ⅱ－２ 財務内容

（５） 剰余金の使途

機構の決算において剰余金が発生したときは，評価業務，学位授与業務，調査研究業

務及び情報収集・整理・提供業務の充実に充てる。

平成20年度は該当なし
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Ⅱ－３ 人事に関する事項

（１）人事に関する計画

１ 実施状況

平成20年度の剰余金の執行はなかった。

（１）組織体制の整備及び職員の配置

① 組織の整備状況

業務運営の効率化を推進するため，業務量の変動に応じた係体制の整備を行い，評価第

１課を５係体制から３係体制に，評価第２課を４係体制から８係体制に改組した。

② 職員の配置状況

年度当初の評価事業部の人員配置については，評価企画・国際課から７人及び評価第１

課から13人を減員し，業務量が増大となる評価第２課に18人及び法科大学院評価課に１人

の増員を行った。さらに，業務量の増大に対応するため，評価事業部には，６月から10月

までに人事交流等（管理部等からの配置換え含む）により11人の増員を行った。

③ 人事交流の実施状況

年度当初の他機関との人事交流は，課長補佐以下の職員について49機関（71人）と実施

し，組織の活性化と機構の業務に即応できる人材を確保することができた。なお，平成20

年度は，課長補佐以下の職員115人のうち75人（約65％）が人事交流者となっている。

（２）研修等の実施状況

パソコン研修等の実践的研修を例年どおり実施するとともに，英会話研修については，５

ヶ月間英会話学校に週２回通学する研修を実施し，職員の資質向上等を図った。

また，評価に精通した人材育成の一環として，職員全員を対象にした評価事業に関する研

修や，外部機関が実施している法人の財務，監査業務，著作権制度及び情報システム等の専

門的研修に，職員を積極的に参加させた。

（３）教員採用の公募状況

公募を実施し，７人の応募者から教授２人の採用を決定した。

（４）常勤職員数

平成20年度期初の常勤職員数：135人，期末の常勤職員数：145人

２ 評価と課題

平成20年度は，業務運営の効率化を推進するため，業務量の変動に応じた係体制の整備を行

ったことにより，国立大学法人等の教育研究評価を始めとした評価事業を円滑に遂行すること

ができた。また，機構において実施した実践的研修や外部機関が実施した専門的研修等に多数

の職員が参加したことにより，職員の資質向上が図られた。教員の採用については，公募によ

り幅広く人材を求めた結果，即戦力となる有用な人材を確保することができた。
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なお，給与水準については国家公務員の水準に準拠しているが，平成19年度にラスパイレス

指数が102.8％と上回ったことについては，機構が調整手当の官署指定を受けていたことによ

り，均衡上他の３級地に比べ先行して地域手当支給割合の経過措置を完遂したことによるもの

である。

平成21年度は，各機関別認証評価に伴う業務の増大が見込まれるため，組織体制，職員数及

び人員配置等についての継続的な検討及び対応策の早期実施が必要である。
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Ⅱ－３－（１）人事に関する計画

① 組織体制の整備及び職員の適正配置

業務運営の効率化を推進し，業務量の変動に応じた柔軟な組織体制を構築するとと

もに，人事交流により質の高い人材の確保を図り，職員の計画的かつ適正な配置を行

う。

各事業の業務量の変動に伴い事務組織の業務を精査し，必要に応じて組織

の見直しを行うとともに，人員の適正配置を実施する。

１ 実施状況

（１）組織の整備及び職員の配置について

業務運営の効率化を推進するため，組織を改組するとともに，業務量に応じた人員配置を

行った。

具体的には，評価事業部評価第１課を５係体制から３係体制に，評価第２課を４係体制か

ら８係体制に改組した。

また，平成20年度当初の評価事業部の人員配置については，評価企画・国際課から７人及

び評価第１課から13人を減員し，業務量が増大となる評価第２課に18人及び法科大学院評価

課に１人の増員を行った。さらに，業務量の増大に対応するため，評価事業部には，６月か

ら10月までに人事交流等（管理部等からの配置換え含む）により11人の増員を行った。

（２）人事交流及び新規採用職員

他機関との人事交流については，継続して実施し，組織の活性化と機構の業務に即応でき

る人材を確保することができた。

なお，平成20年度の人事交流者は，54機関75人となっている。

職員の新規採用については，法人化前から計画的に実施しており，平成20年度は年度途中

に国立大学法人等職員採用試験合格者から４人を採用した。

２ 評価と課題

業務運営の効率化を推進するため，組織を改組するとともに，業務量に応じた人員配置を行

ったことにより，認証評価業務，国立大学法人等の教育研究評価の実施に向けての諸業務，学

位授与業務及び決算業務等を適切に遂行することができた。

なお，人事交流者が出向元の大学等に復帰した後，当該大学の自己点検や評価業務の担当係

等に配置される例もあり，大学等における評価等業務の人材養成に寄与している。

平成21年度は，各機関別認証評価に伴う業務量の増大が見込まれるため，組織体制，職員数

及び人員配置等についての継続的な検討及び対応策の早期実施が必要である。
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Ⅱ－３－（１）人事に関する計画

② 研修等の実施状況

特に事務系職員など，職員の専門的な能力の向上を図るため，実践的研修を実施す

るとともに専門的研修事業の活用を行う。

１ 実施状況

職員の資質の向上を図り，業務遂行の実効をあげることを目的として，機構内研修を実施す

るとともに，外部の専門的研修も積極的に活用し，職務の遂行に必要な知識の修得を図った。

研修の実施状況は，次のとおりである。

（１）機構等において実施した実践的研修等

① 平成20年度機構採用職員オリエンテーション

機構の教職員として，その職務の遂行に必要な基礎的，専門的知識の習得を目的に，４

月１日に，昨年度中途採用者及び大学等からの人事交流職員の参加により，機構採用職員

オリエンテーションを実施した。

② 情報セキュリティポリシーに関する説明会

パソコン等に保存されているデータ，電子メールやグループウェア等の情報資産を利用

するにあたっての基本的な注意事項及びネットワーク上のトラブルに必要な知識・情報等

について，４月１日に人事交流職員等の参加により，情報セキュリティポリシーに関する

説明会を実施した。

③ 評価事業に関する研修

評価に関する基礎的，専門的知識の習得及び大学評価事業の現状について認識を深めさ

せることを目的に，４月24日及び５月８日に，評価事業に関する研修を実施した。

④ パソコン研修

， ， の知識の修得及び情報活用能力の向上を図るとともに，Excel PowerPoint Access
情報モラルの普及啓発を目的に，６月18日から４日間のパソコン研修を実施した。

⑤ 英会話研修

英会話能力の向上を図るため，一定レベル以上の英語能力を有する事務系職員に10月か

ら２月まで受講者のレベルに応じた英会話スクール通学型（週２回通学し，ラウンドアッ

プレッスンを受講）の研修を受講させるとともに，修了後に研修成果を確認するために，

テストを受験させた。TOEIC
⑥ メンタルヘルスケア研修

厚生労働省労働者の心の健康の保持増進のための指針に基づき，２月に外部講師を招へ

いし，ストレス回避方法等を習得するための研修会を実施した。

（２）外部機関が実施している研修等への参加

外部機関が実施している法人の財務，監査業務，個人情報保護，著作権制度及び情報シス

テム等に関する専門的研修，講習及びセミナー26件に，事務系職員45人(延べ人数)が参加し
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た。

（３）大学等実務研修

機構で採用した事務系職員が大学等の実務を経験することを通じて，職務遂行能力の向上

及び機構の業務推進に資することを目的に，平成17年度から実施している大学等実務研修を

平成20年度は５月まで１人を派遣した （平成20年２月～）。

（４）文部科学省関係機関職員行政実務研修

文部科学省が国立大学法人等の文部科学省関係機関の職員を対象に実施している行政実務

研修に，平成20年度は６月まで１人の事務系職員を派遣した （平成18年４月～）。

２ 評価と課題

機構が実施した実践的研修や外部機関が実施した専門的研修を活用し，職務に必要な基礎的

知識の習得及び専門的な能力の向上を図ることができた。研修に多数の職員を参加させること

は質の高い人材の育成に有効な方策であり，今後も引き続き効果的な研修を実施する。

， ， ， ，大学等実務研修は 西東京地区の大学の協力を得ながら 平成17年度に５人 18年度に６人

19年度に４人の事務系職員を派遣したが，20年度は，国立大学法人等の教育研究評価に伴う業

務等が増大することから，派遣数は５月末までの１人と縮小したが，21年度以降の派遣数等に

ついては，今後引き続き検討する。
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Ⅱ－３－（１）人事に関する計画

③ 教員採用の公募

教員の採用に公募制を用い，幅広く人材を求める。

１ 実施状況

機構のウェブサイト及び独立行政法人科学技術振興機構が運営する研究者人材データベース

に情報を掲載し，広く公募を行った。

教員の選考は，機構外委員の４人と機構教授４人の計８人で構成する教員選考委員会で教員

候補者を選考し，運営委員会の議を経て，機構長が決定した。

平成20年度における公募状況は，次のとおりである。

公募研究部 及び 職種 公募人数 応募者数

評 価 研 究 部 教 授 １人 ４人

学位審査研究部 教 授 １人 ３人

応 募 期 間 平成20年７月16日 ～ 平成20年８月15日

教員選考委員会 ２回開催（平成20年９月１日，９月８日）

面 接 ９月８日

運 営 委 員 会 10月６日

平成21年４月採用 教授２人

２ 評価と課題

ウェブサイト等を活用した公募により，幅広く人材を求めた結果，大学機関はもとより，官

公庁（研究機関等）からも応募者があり，即戦力となる有用な人材を確保することができた。

なお，機構の教員については，流動的かつ多様な人材の確保を図るため 「大学の教員等の，

任期に関する法律」に基づく任期制を平成19年度から全教員に導入し，公募要項にも任期を５

年（再任可）とすることを明記している。

また，機構として教授職に求める人材が，当該者の実績や経験を重視することから，教員選

考委員会で適任とされた者は高年齢となる傾向にあることをかんがみ，定年後５年以内の任期

を付して再度雇用する可能性があることも明記している。
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Ⅱ－３ 人事に関する計画

（２）人員に係る指標

常勤教職員（期限付職員を除く ）については，適宜，業務等を精査し，職員数。

の適正化に努める。

１ 実施状況

平成20年度期末の職員数は，業務量の増大に伴い，年度途中に人事交流及び新規採用を行っ

たことにより，期初の職員数から10人増となったが，中期目標期間期初の常勤職員数として計

画していた149人を上回らないよう抑制した。

２ 評価と課題

平成20年度は，初めて実施した国立大学法人等の教育研究評価に伴う業務量の増大に加え，

国立大学財務・経営センターとの統合準備に伴う業務が付加される特別な年度となったため，

過渡的な措置として職員の増員により諸業務に支障が生じないよう対応したが，今後も業務の

一層の効率化等を図り，職員数の適正化に努める。



（別紙１）

（単位：百万円）

区　　　　　分 備　考

収入 (a) (b) (b)-(a)

   運営費交付金 1,896 1,896 0

　 大学等認証評価手数料 89 91 2

　 学位授与審査等手数料 101 106 5 見込み数に比べ申請者数が多かったことによるもの

　 受託事業収入 266 266 0

　 その他 8 22 14

　 寄附金 0 4 4

計 2,360 2,384 24

支出 (a) (b) (b)-(a)

   業務等経費 1,540 1,446 △ 94

       うち　人件費（退職手当を除く） 889 873 △ 16

              物件費 623 542 △ 81 消耗品や印刷製本費の節約などによるもの

              退職手当 29 31 2

　 大学等評価経費 89 91 2

   学位授与審査等経費 101 106 5 申請者数増加に伴う業務量の増によるもの

 　受託事業費 266 266 0

   一般管理費 363 381 18
緊急性のあった宿舎の改修及び環境整備などに充
てたことによるもの

       うち　人件費（退職手当を除く） 223 217 △ 6

              物件費 140 162 22

              退職手当 0 2 2

計 2,360 2,290 △ 70

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しない。

平成２０年度　予算

予　算　額 決　算　額 差引増△減額



（別紙２）

（単位：百万円）

区　　　　　別 備　考

費用の部 (a) 2,373 (b) 2,277 (b)-(a) △ 96

   経常費用 2,373 2,277 △ 96

　　　業務等経費 1,532 1,407 △ 125

　　　大学等評価経費 89 91 2

　　　学位授与審査等経費 101 106 5

 　　 受託事業費 266 266 0

　　　一般管理費 351 351 0

　　　減価償却費 34 57 23

   財務費用 0 0 0

　

収益の部 2,373 2,727 354

   運営費交付金収益 1,876 2,191 315

　 大学等認証評価手数料 89 91 2

　 学位授与審査等手数料 101 106 5

　 受託事業収入 266 266 0

   資産見返物品受贈額戻入 13 13 0

   資産見返運営費交付金戻入 21 32 11

   雑収入 8 29 21

純利益 0 0 0

総利益 0 0 0

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しない。

予　算　額 決　算　額 差引増△減額

平成２０年度　収支計画



（別紙３）

（単位：百万円）

区　　　　　別 備　考

資金支出 (a) 2,360 (b) 2,290 (b)-(a) △ 70

   業務活動による支出 2,339 2,221 △ 118  

   投資活動による支出 20 69 49  

   財務活動による支出 0 0 0

　

   次年度への繰越金 0 0 0

資金収入 2,360 2,384 24

   業務活動による収入 2,360 2,384 24

      運営費交付金による収入 1,896 1,896 0

      その他の収入 464 488 24

   投資活動による収入 0 0 0

   財務活動による収入 0 0 0

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しない。

平成２０年度　資金計画

予　算　額 決　算　額 差引増△減額
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